
○現地保管を継続し、 8,000Bq/kg以下に自然減衰後、段階的に既存の 

 処分場等で処理。 

○ 8,000Bq/kg以下となるのに長期間を要する比較的濃度の高いものに 

 ついては、１カ所集約が望ましく、引き続き協力を依頼。 

指定廃棄物等 
（県内14市町15カ所において保管） 

◎8,000Bq/kg 超のもの 

◎自然減衰で 8,000Bq/kg 以下となったもの 

⇒現地での保管を継続 

（必要に応じて保管の強化） 

⇒指定解除の仕組み等を活用しながら、 

   段階的に既存の処分場等で処理 

時間 

茨城県における現地保管継続・段階的処理の考え方 

◎長期間経ってもわずかに残る 

   比較的濃度の高いもの 

 ⇒１カ所集約が望ましい。 

［現地保管継続］ 

［段階的処理］ 

［１カ所集約］ 

第２回茨城県指定廃棄物一時保管市町長会議後

環境省記者会見配付資料（H28.2.4） 別紙２ 


